
１ 

大分県内における住宅確保要配慮者の住宅さがしの協力店の登録 実施要領 
   
（目的） 
第１条  この要領は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（以下「法」という。）」に基づき、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な

入居及び居住の安定確保を行なう体制を構築することを目的とした事業者の登

録制度について必要な事項を定めるものとする。 
   
（用語の定義） 
第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に

定めるところによる。 
（１）住宅確保要配慮者（以下、「要配慮者」という。） 「大分県賃貸住宅供給

促進計画」に定める低額所得者、高齢者、被災者、身体障がい者、知的障がい

者、精神障がい者、その他の障がい者、子ども（高校生相当以下）を養育して

いる者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所

者、ＤＶ被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象

者、東日本大震災による被災者、新婚世帯、ＵＩＪターンによる転入者、住宅

確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者、ＬＧＢＴ等、海外からの引

揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、留学生の生活を支援

（同居・近居）する学生をいう。 
 （２）居住支援協議会（以下、「協議会」という。） 県、市町村及び関係団体等

で構成する「大分県居住支援協議会」をいい、要配慮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、要配慮者が安

心して住み続けられる住まいづくりを推進し、県民の豊かな住生活の実現に寄

与することを目的とする。 
（３）居住支援法人 要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、

要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提

供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として県が指定するもの 
（４）住宅確保要配慮者の住宅さがしの協力店（以下、「協力店」という。） 要

配慮者が入居前後に直面する様々な課題に対して、真摯に向き合い、寄り添っ

た窓口対応を行っている宅地建物取引業者として協議会に登録されたもの。 
 
（居住支援協議会の役割） 
第３条  居住支援協議会は、本制度の協力店登録事務及び登録情報の管理と各種

情報の提供を行い、本制度の推進を図っていくこととする。各会員のうち県は、

協力店に登録された事業者をホームページに掲載する等の情報発信を行い、一般
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社団法人大分県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会大分県

本部は、それぞれの会員企業に本制度の周知及び協力の呼びかけを行うこととす

る。 
 
（協力店の役割） 
第４条 協力店は、要配慮者から電話または来店により相談があった場合に、その

属性を理由に拒否することなく窓口対応を行い、要配慮者の実状に応じた居住に

関する支援サービスの説明及び情報提供に努めることとする。また、必要に応じ

て次に定める機関と連携して対応することとする。 
（１）居住支援法人 
（２）地域包括支援センター 
（３）社会福祉協議会 
（４）市町村福祉部局 
（５）福祉関係の NPO 法人 
（６）その他要配慮者の支援を行う団体 

２ 協力店は、賃貸住宅のセーフティネット住宅の登録の推進に努めることとする。 
 
（協力店の登録） 
第５条 協力店として本制度の登録を行おうとする者（以下、「申請者」という。）

は、協力店登録申請書（別記様式１）を協議会に提出することとする。なお、複

数の事務所を所有する者は事務所ごとに登録することができる。 
２ 協議会は、当該申請書の内容に虚偽の記載等があると認められ、または申請者

が次の各号のいずれかに該当することを確認した場合を除き、遅滞なく受け付け

ることとする。 
（１）宅地建物取引業法の免許を取得していないこと。 
（２）宅地建物取引業法に基づく免許取り消し処分を受けていること。 
（３）宅地建物取引業法に基づく業務停止処分を受けており、当該業務停止の期   

間に申請を行っていること。 
３ 協議会は前項により当該申請書を受け付けた場合は、すみやかに登録を行い、

次に掲げる事項を協力店登録簿（別記様式２）に記載することとする。 
（１）協力店の事務所の名称及び所在地 
（２）協力店の宅地建物取引業免許証番号 
（３）協力店が所属する団体支部の名称 
（４）協力店登録番号及び登録年月日 

４ 協議会は、前項の登録をしたときは申請者に協力店登録通知書（別記様式３）
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及び協力店登録証（別記様式４）を交付することとする。 
 
（登録の変更） 
第６条 協力店は、登録内容に変更が生じたときは遅滞なく協力店登録変更申請書

（別記様式５）を協議会に提出することとする。 
２ 前条第２項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。 
３ 協議会は前項により当該申請書を受け付けた場合は、すみやかに登録を行い、

協力店登録簿に記載することとする。 
４ 協議会は、前項の登録をしたときは申請者に協力店登録通知書（別記様式６）

及び協力店登録証（別記様式４）を交付することとする。 
 
（登録の削除） 

第７条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力店の登録を削除す

ることができる。 

 （１）協力店から第２項による登録の削除の届出があったとき。 

 （２）第４条の役割を果たしていないとき又は要配慮者に対して不誠実な対応を

行ったとき。 

 （３）協力店の登録の内容に虚偽の事実があり、故意または重過失が認められる

とき。 

２ 協力店としての登録を取りやめようとする者は、遅滞なく、協力店登録削除届

出書（別記様式７）を協議会に提出するものとする。 

 
（協力店の表示） 
第８条 協力店は、協議会が貸与する本制度による協力店であることが判別できる

標識等を、事務所の公衆の見やすい場所に掲示することができる。 
 
（秘密保持義務及び個人情報保護） 
第９条 本実施要領に基づくすべての実施主体（法人にあってはその役員）及びそ

の職員並びにこれらの者であった者は、本制度の実施によって知り得た秘密を漏

らし、または自己の利益のために使用してはならない。 
 
（報告の徴収） 
第１０条 県は必要に応じて、協力店に対し要配慮者の相談件数や媒介実績等の報

告を求めることによって、本制度の改善を行う。 
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（要領の改正） 
第１１条 この要領の改正は、協議会にて定める。 
 
附則 
（施行期日） 
この要領は、令和２年６月１７日から施行する。 
 
 
 
 
 

 

宅地建物取引業者 

（協力店） 

居住支援協議会 

①申請 ②登録、通知 

協力店の申請、登録フロー 
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別記様式１（第５条関係) 

協力店登録申請書 

  年  月  日 

大分県居住支援協議会 会長 殿 
   

大分県内における住宅確保要配慮者の住宅さがしの協力店の登録実施要領第５条の規定

に基づき、申請します。 

商号又は名称                          

代表者の役職・氏名 役職（       ）氏名（         ）                  

登録する事務所の名称  

上記事務所の所在地 
〒 

 

宅地建物取引業者 

免許証番号 
○○免許（○○）第○○○号 

免許の有効期間の開始日 

   年  月   日 

宅地建物取引業法に 

基づく業務停止処分 
現時点での業務停止処分   有  ・  無 

所属団体 

※該当に○を 

（  ）(一社)大分県宅地建物取引業協会 

（  ）(公社)全日本不動産協会大分県本部 

（  ）その他 

連絡先 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail 

ＨＰ掲載事項 

（上記連絡先と同様の

場合は記入不要） 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail  

＜誓約事項＞ 

 私は、上記記載の事項が事実に相違ないこと、および、実施要領第４条の規定を遵守して、要配

慮者に寄り添った窓口対応を行うことを誓います。 

                 誓約者氏名：            

商号又は名称                          
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協議会受付欄 協力店整理番号 
 
 

 

複数の事務所を登録する場合 

 

代表者の氏名                          

登録する事務所の名称  

上記事務所の所在地 
〒 

 

宅地建物取引業者 

免許証番号 
   第     号    年  月   日 

宅地建物取引業法に 

基づく業務停止処分 
現時点での業務停止処分   有      無 

所属団体 

※該当に○を 

（  ）(一社)大分県宅地建物取引業協会 

（  ）(公社)全日本不動産協会大分県本部 

（  ）その他 

連絡先 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail 

ＨＰ掲載事項 

（上記連絡先と同様の

場合は記入不要） 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail  

＜誓約事項＞ 

 私は、上記記載の事項が事実に相違ないこと、および、実施要領第４条の規定を遵守して、要配

慮者に寄り添った窓口対応を行うことを誓います。 

              誓約者氏名               

番号 ２ 

登録する事務所の名称  

上記事務所の所在地 
〒 
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※1 枚目に記入した事務所以外を登録する場合はこちらの様式を適宜追加してく

ださい。 

  

連絡先 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail 

ＨＰ掲載事項 

（上記連絡先と同様の

場合は記入不要） 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail  

番号 ３ 

登録する事務所の名称  

上記事務所の所在地 
〒 

 

連絡先 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail 

ＨＰ掲載事項 

（上記連絡先と同様の

場合は記入不要） 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail  
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別記様式５（第６条関係) 

 

協力店登録変更申請書 

 

  年  月  日 

大分県居住支援協議会 会長 殿 

   

大分県内における住宅確保要配慮者の住宅さがしの協力店の登録実施要領第６条の規定

に基づき、申請します。 

この申請書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

協議会受付欄 協力店整理番号 

 
 
 

 

添付書類 ：協力店通知書、協力店登録証 

  

商号又は名称  

代表者の氏名                          

 

以下は変更がある項目のみ記入 

変更後の 

事業所の商号又は名称 
 

変更後の 

代表者の氏名 
                         

変更後の 

所在地 

〒 

 

変更後の 

連絡先 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail 

変更後の 

ＨＰ掲載事項 

（上記連絡先と同様の場合

は記入不要） 

電話    （       ）     － 

FAX    （       ）     － 

E-mail  
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別記様式７（第７条関係) 

 

協力店登録削除届出書 

 

  年  月  日 

大分県居住支援協議会 会長 殿 

   

大分県内における住宅確保要配慮者の住宅さがしの協力店の登録実施要領第７条の規定

に基づき、次のとおり届け出ます。 

この申請書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

協議会受付欄  
 
 
 
 
 
 
 

 

添付書類：協力店通知書、協力店登録証 

 

 

商号又は名称  

代表者の氏名                          

登録を削除する 

事務所の名称 
 

登録を削除する 

事務所の所在地 

〒 

 

 

宅地建物取引業者 

免許証番号 
     第     号   年   月   日 

＜登録の取りやめを希望する理由（任意）＞ 

  


